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＜問題１＞  

以下のキャッチオール規制に関する事例について、法的に正しい説明の組み合わせを

１つ選びなさい。 

 

輸出者   ：東京の貿易会社Ｘ、社員２０名 

引合主   ：パキスタンのメーカーＹ（外国ユーザーリストには掲載されていない。需 

要者でもある。） 

仕向地   ：パキスタン 

引合貨物  ：輸出令別表第１の１６の項に該当する宇宙用太陽電池パネル 

その他の前提：①メーカーＹの担当者からは、モンスーンなどの気象観測をする人工衛星

用に当該宇宙用太陽電池パネルを使用すると英文でメールがあった。 

       ②貿易会社Ｘの営業担当者Ａは、メーカーＹとは初取引だったので、信用

情報等を外国の信用調査機関３社から入手していたが、英文の資料αに

は、問題になる記事はなかった。ただ、現地のウルドゥー語の資料βに

は、長距離弾道ミサイルの開発に関与していることを示す記事があった

が、貿易会社Ｘでは、通常、パキスタンの企業とは、英語で取引を行っ

ており、ウルドゥー語が読める社員は、輸出当時は一人もいなかった。

輸出後、現地の顧問弁護士が監査に来た時に、当該ウルドゥー語の資料

βの内容を知った。 

       ③メーカーＹの英文サイトには、長距離弾道ミサイルの開発に関与してい

る記事が存在していたが、パキスタンのネット環境が悪く、貿易会社Ｘ

の営業担当者Ａも輸出管理部門の担当者Ｂも、その記事まで辿りつけな

かった。 

       ④貿易会社Ｘの営業担当者Ａは、たまたまパキスタンにある日系のレスト

ランで、ライバル企業である日本の貿易会社Ｚの営業担当者Ｃから、「メ

ーカーＹと付き合っているようだが、あそこは、軍と関係が深く、危な

いぞ。」と冷やかされた。 
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Ａ 貿易会社Ｘは、自主輸出管理の観点からは、ライバル企業である日本の貿易会社Ｚの

営業担当者Ｃの発言は十分考慮すべきではあるものの、法的には客観要件に関する判断

材料として考慮する必要はない。 

Ｂ 貿易会社Ｘが、外国の信用調査機関から入手したメーカーＹに関するウルドゥー語の

資料に長距離弾道ミサイルの開発に関与していることを示す記事があったというのであ

るから、メーカーＹは、核兵器等開発等省令の需要者要件に該当する。 

Ｃ メーカーＹの英文のサイトには、長距離弾道ミサイルの開発に関与している記事があ

ったとしても、貿易会社Ｘの営業担当者Ａも輸出管理部門の担当者Ｂも、通常の取引の

範囲内で見つけられなかったのであれば、この場合、メーカーＹは核兵器等開発等省令

の需要者要件に該当しない。 

Ｄ 当該宇宙用太陽電池パネルが搭載される人工衛星が、気象観測用であり、核兵器等開

発等省令の別表第一号中の「専ら天体に関するもの」ではないので、核兵器等開発等省

令の別表第一号に該当する。 

Ｅ 当該宇宙用太陽電池パネルが搭載される人工衛星が、気象観測用であっても、メーカ

ーＹの別の工場で、パキスタン軍の長距離弾道ミサイルの製造を行なっていることを輸

出前に知った場合は、核兵器等開発等省令の別表第六号に該当する。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ａ・Ｃ 

３．Ｂ・Ｅ 

４．Ｃ・Ｄ 

５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題２＞  

次の記述の中で、法的に正しい説明を組み合わせたものを１つ選びなさい。 

 

Ａ 京都のＡ大学は、カリフォルニアにあるＢ大学との契約に基づき、相互に研究員を交 

換する予定である。Ａ大学では、来月、Ｂ大学の研究員であるＸ氏を１年間研究員とし 

て迎える予定である。この場合、Ａ大学は、Ｘ氏が来日から６ヶ月を超えれば、リスト 

規制に該当する技術であっても、役務取引許可を取得することなく提供することができ 

る。 

Ｂ 東京にある貿易会社Ａは、同社の香港支店から、外為令別表の９の項に該当するソフ 

トα１０セットの注文を受けた。貿易会社Ａが、当該ソフトαを国際宅配便で香港支店 

Ｂに郵送する場合、香港支店Ｂは、居住者として扱われるので、役務取引許可は不要で 

ある。 

Ｃ 東京のＡ大学院は、各国から応募のあった留学生を選考の結果、うち３人を今秋から 

大学院の博士課程に受け入れる予定である。３人の留学生は、主に家畜の伝染病の研究 

を予定している。Ａ大学院は、３人の留学生に対し、それぞれ来日から６ヶ月を超えれ 

ば、たとえ外為令別表の３の２の項（２）に該当するクラスⅢ安全キャビネットに係る 

技術の資料を提供する場合であっても、役務取引許可を取得することなく提供すること 

ができる。 

Ｄ 名古屋の電機メーカーＡは、先月、パキスタンのメーカーＢ（外国ユーザーリストに 

掲載されている）が日本で設立した日本法人Ｃから、外為令別表の７の項に該当する半 

導体ＣＡＤソフト３セットの注文を受けた。メーカーＡは、使用目的が民生用途である 

ことを確認したので、来週にも宅配便で日本法人Ｃの事務所に当該ソフトを納品する予 

定であるが、この場合、役務取引許可は不要である。 

Ｅ 東京のソフトメーカーＡは、今年アメリカの大学院を優秀な成績で卒業した中国人Ｘ 

氏を今月から正社員として採用し、リスト規制に該当する暗号プログラムの開発に従事 

させる予定である。ソフトメーカーＡは、Ｘ氏に開発に必要な自社で保有する外為令別 

表の９の項に該当する技術資料を提供する予定であるが、来日から６ヶ月を超えない場 

合は、役務取引許可が必要である。 

 

  

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 
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＜問題３＞  

以下の運用通達及び役務通達に関する下線部分の説明について、正しい説明を組み合 

わせたものを１つ選びなさい。なお、正しいものは３つある。 

 

Ａ 運用通達には、輸出許可基準が規定されており、役務通達には、役務取引許可基準 

が規定されている。 

Ｂ 運用通達には、「他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、量、価額な 

どを考慮して判断するものとする。組み込まれ又は混合されている貨物の価額（輸出 

令別表第１における項の番号の下の括弧レベル毎に貨物を分類し、組込先又は混合先 

の他の貨物の中に同一の分類となる複数の貨物が含まれる場合には、それらを合計す 

る）が組込先又は混合先の他の貨物の価額の１０％を超えない場合、組み込まれ又は 

混合されている貨物は組込先又は混合先の他の貨物の主要な要素となっていないと判 

断される。価額は、契約締結時の市場価格を元に判断することを基本とする。」と規定 

されている。 

Ｃ 運用通達には、「外国通貨をもって決済される場合の当該外国通貨と円との換算は、 

別に定める換算率による。（以下この通達において総価額算定の場合における換算は、 

この換算率による。） 

輸出令第４条第１項に規定している総価額の換算については、輸出申告日の属する 

期間の換算率により行う。」と規定されている。 

Ｄ 役務通達には、「運用通達１－１（７）（イ）ただし書きにいう「他の貨物の部分を 

なしているものであって、当該他の貨物の主要な要素となっていないと判断されるも 

の」に内蔵されている技術データであって、当該組み込まれている貨物を使用するた 

めの技術データについては、外為令別表の１から１５までの項の中欄に掲げる技術の 

いずれにも該当しないものとして扱う。」と規定されている。 

Ｅ 上記Ｄでいう「技術データ」には、プログラムも含まれる。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ａ・Ｃ 

３．Ｂ・Ｄ 

４．Ｃ・Ｄ 

５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題４＞  

以下の包括許可に関する下線部分の説明について、正しい説明を組み合わせたものを 

１つ選びなさい。なお、正しいものは、３つある。 

 

Ａ 東京の素材メーカーＡは、来月初旬に一般包括輸出許可を適用して輸出令別表第１の 

５の項に該当する貨物を英国に輸出する予定である。メーカーＡは、英国の需要者Ｂか 

ら、事前に戦闘機の部品製造に用いるとメールで連絡を受けていたとしても、一般包括 

輸出許可を適用して輸出することができるが、当該月の末締めで「一般包括輸出許可に 

係る実績報告書」を翌月末日までに経済産業局（沖縄総合事務局を含む。）に提出しなけ 

ればならない。 

Ｂ 横浜の測定機器メーカーＡは、アメリカ合衆国にある日系の自動車メーカーＢから輸 

出令別表第１の２の項（１２）に該当する測定装置１０台の注文を受けた。輸送の関係 

で日本から、当該測定装置をいったんメキシコにある自社の物流子会社Ｃに輸出し、陸 

送でアメリカ合衆国にあるメーカーＢに納品する場合、取得している一般包括輸出許可 

を適用することができる。 

Ｃ 京都の試験機器メーカーＡは、近日、一般包括輸出許可の申請を行う予定である。こ 

の場合、メーカーＡは、中部経済産業局に申請を行うことができる。 

Ｄ 大阪の製薬会社Ａは、一般包括輸出許可の申請者名又は住所を変更する場合、一般包 

括輸出許可の変更手続の必要はない。 

Ｅ 東京の製鉄メーカーＡは、有効期限の２ヶ月前に一般包括輸出許可の更新の申請を行 

う場合、既に発行された一般包括輸出許可の許可証を返還する必要はない。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 
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＜問題５＞  

以下のキャッチオール規制に関する下線部分の説明について、法的に正しい説明を組 

み合わせたものを１つ選びなさい。なお、正しい説明は３つある。 

 

Ａ 外国ユーザーリストに掲載されている国名、地域名は、すべて非ホワイト国である。 

Ｂ 大阪の貿易会社Ａは、外国ユーザーリストに掲載されているイランの企業Ｂからリス 

ト規制に該当しない数値制御工作機械の引合を受けた。数値制御工作機械の懸念貨物例 

における懸念用途は、核兵器とミサイルであるが、企業Ｂの懸念区分と一致しなければ、 

用途は不明であっても、需要者要件に該当しない。よって、受注した場合、輸出許可は 

不要である。 

Ｃ 外為令別表の１６の項で規制している技術は、リスト規制に該当しない貨物の設計、

製造又は使用に専ら係る技術を規制している。専ら係る技術とは、リスト規制に該当し

ない貨物の設計、製造又は使用に関する専用技術をいう。 

Ｄ 福岡の貿易会社Ａは、イスラエルのメーカーＢより、輸出令別表第１の１６の項に該 

当するニッケル合金の板材１０トンの引合を受けた。メーカーＢに用途を確認したとこ 

ろ、戦車の部品を製造すると連絡を受けたが、輸出時までに経済産業大臣からの通知（イ 

ンフォーム）がなければ、輸出許可を取得する必要はない。 

Ｅ 京都にあるＡ大学のＸ教授は、来月、パリで行わる高速通信技術に関する国際的なシ 

ンポジウムに参加する予定である。その際、イランの大学の研究者から事前に質問を受 

けているので、リスト規制に該当しない技術について、口頭で説明する予定であるが、 

このイランの大学の研究者が、外国ユーザーリストに掲載されている大学の研究者であ 

るとしても、キャッチオール規制に基づく、役務取引許可を取得する必要はない。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ａ・Ｄ 

３．Ｂ・Ｅ 

４．Ｃ・Ｄ 

５．Ｃ・Ｅ 
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＜問題６＞  

輸出許可申請及び役務取引許可申請に係る誓約書について、下線部分が誤っている説 

明を組み合わせたものを１つ選びなさい。なお、誤っているものは３つある。なお、タ 

イの洪水に伴う特例措置や移設検知機器など特別な装置等は検討しないものとする。 

 

Ａ 東京のバルブメーカーＡが、輸出令別表第１の３の項（２）に該当するバルブを上 

海にある日系のプラントメーカーに輸出する場合、輸出許可申請時に大量破壊兵器通 

達の別記４の１のＡの(１)の需要者の誓約書が必要であるが、その際、需要者からの 

誓約書の誓約先は、経済産業大臣である。 

Ｂ 通常兵器通達に基づき、輸出者は、需要者から貨物の再輸出の事前同意を求められ 

た場合、輸出者は需要者から求められた事前同意の内容が輸出令別表第３の地域（ホ 

ワイト国）を仕向地とする貨物の再輸出である場合は、迂回輸出の危険性がないので、 

経済産業省の事前同意を得ることは不要である。 

Ｃ 大量破壊兵器通達の誓約書は、貨物の場合、輸出令別表第１の２から４の項及び１ 

５の項に該当する貨物をホワイト国以外に輸出する場合にのみ必要である。 

Ｄ 輸出許可申請及び役務取引許可申請に係る誓約書について、適切に遵守していない 

需要者等については、経済産業省が公表等を行うことがある。 

Ｅ 経済産業省は、必要に応じて輸出者等に対し、誓約書の遵守状況について、外為法 

第５５条の８の規定に基づく報告を求めることがある。 

 

１．Ａ・Ｄ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 
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＜問題７＞  

次の案件における輸出手続きに関する説明で法的に正しいものはどれか。以下の１か 

ら５までの中から、正しいものを１つ選びなさい。 

 

輸出者   ：日本のＡ社（「バルブ（弁）」メーカー） 

注文主   ：トルコの商社（Ｂ社） 

注文貨物  ：輸出令別表第１の３の項（２）７に該当する「バルブ（弁）」（数量：８０ 

セット、価格：４００万円） 

発注回数  ：４回（各数量／価格：２０セット、１００万円） 

その他の前提：イ．Ｂ社については、外国ユーザーリストなど懸念顧客リストには掲載さ

れていない。 

ロ．Ａ社は、現在有効な一般包括輸出許可を取得している。 

（参考） 

 

（注：カタールは、別記地域） 

１．トルコは日本の友好国であり、輸出管理上も特に問題がある国ではない。また、Ｂ社 

はＡ社と以前から取引があり、今回は４回に分けて注文を受けた（各回の輸出額は１０ 

０万円）。輸出令別表第１の３の項（２）７の少額特例は、トルコを仕向地とする場合「１ 

００万円以下」であるので、同特例の適用ができる。 

２．注文を受けた輸出令別表第１の３の項（２）７に該当する「バルブ（弁）」は、仕向 

地が、トルコの場合、一般包括輸出許可が適用できるが、トルコは、ホワイト国ではな 

いので、Ａ社は、輸出前にＢ社から大量破壊兵器通達に基づく誓約書を入手する必要が 

ある。 

３．Ａ社から発注先の当該商社に問い合わせしたところ、販売予定先にイランのディーラ 

ーが含まれていることが判明した。その場合でも、一旦はトルコに輸出されるのであり、 

当該商社とは以前から取引のあることから、イランの需要者や用途などを確認する必要 

はなく、注文貨物をトルコ向けに一般包括輸出許可を適用して輸出できる。 

４．Ｂ社から、カタールのディーラー向けに再輸出されることが判明した。その場合、ト 

ルコの当該商社経由カタールのディーラーについて確認したところ、通常の商慣習の範 

囲で得た情報に基づき懸念がなければ、一般包括輸出許可が適用できる。 

５．Ａ社は、注文時に、Ｂ社にメールで用途等を確認したところ、注文のあったバルブ 

（弁）はトルコ国内の民間企業Ｃ社が民生品のエチレンを製造するために使用すること 

を確認することができた。 

この場合、一般包括輸出許可の条件に適合するので同許可を適用することができる。 
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＜問題８＞  

外為法等遵守事項に関して、下線部分が誤っている説明を組み合わせたものを１つ選 

びなさい。なお、誤っているものは、３つある。 

 

Ａ 取引審査に関する最終判断権者は、企業の場合、営業から独立した立場で判断でき 

る者が行うのが望ましいので、代表権を有するものに限定する。又、取引審査に関す 

る最終判断は企業や大学等にとっては、重要なので、一部を他の者に委任することは 

できない。 

Ｂ 輸出関連書類等を貨物の輸出時・技術の提供時から一律７年間保存する。 

Ｃ 監査は、原則、すべての輸出関連部署及び関係子会社に対し、毎年実施する。その 

際、取り扱い製品の機微度や輸出の多寡に応じ、監査の頻度を変えないようにする。 

Ｄ すべての輸出関連書類等に事実を正確に記載し、又は記録する。 

Ｅ 組織の基本方針として、外為法を始めとする輸出関連法規（輸出者等遵守基準並び

にリスト規制及びキャッチオール規制を含む。）の遵守を明確に定め、届出者（輸出管

理内部規程を経済産業大臣に届け出た者）の責任において、これを周知徹底し、かつ、

実行する。 

   

 

 １．Ａ・Ｃ 

 ２ Ａ・Ｄ 

 ３．Ｂ・Ｄ 

 ４．Ｂ・Ｅ 

 ５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題９＞  

次の１から５までの輸出管理全般に関する説明のうち、最も適切な説明を１つ選びな 

さい。 

 

１．東京にある精密機器メーカーは、同社のインドの代理店からインドの警察の車両用に 

暗視カメラ３０台、契約金額９００万円の注文があった。当該暗視カメラの判定を行っ 

たところ、輸出令別表第１の１０の項（４）に該当することが判明（告示貨物ではない） 

したため、一般包括輸出許可を適用して輸出するということで社内の承認をもらった。 

社外手続としては、輸出前に経済産業省へ包括許可取扱要領で定める届出を行った。 

２．大阪にある環境機器メーカーは、輸出令別表第１の１６の項に該当する貨物を輸出す 

る際、発注元の会社が懸念顧客リストに掲載されていないか確認したところ、外国ユー 

ザーリストには掲載されていないが、米国の Entity List に掲載されていることが判明 

した。この場合、大量破壊兵器関連の活動を行っている懸念があり、核兵器等開発等省 

令の需要者要件に該当するので、キャッチオール規制に基づく許可申請が必要である。 

３．東京にある部品メーカーＡは、アメリカ合衆国にある武器メーカーＢから、リスト規 

制非該当のステンレス鋼材で、ある貨物の専用部分品Ｘの製造を頼まれた。メーカーＡ 

は、専用部分品Ｘは、何の貨物の専用部分品か、武器メーカーＢに尋ねたが、回答はな 

かった。メーカーＡは、専用部分品Ｘは、リスト規制非該当のステンレス鋼材でできて 

おり、高度な技術を必要とせず、簡単に造れるものであったので、専用部分品Ｘは、リ 

スト規制非該当と判定して、輸出することにした。 

４．大阪にある通信機器メーカーＡは、リスト規制に該当する次世代高速コンピュータの 

開発技術データＸをフランスにある海外子会社Ｂに送り、同社の社長に技術的なコメン 

トをもらう予定である。開発技術データＸは、リスト規制該当技術であっても、何の技 

術データか関係者以外わからないようになっている場合は、海外子会社Ｂに送る際、役 

務取引許可は不要である。 

５．大韓民国にある電気メーカーＡの営業部長Ｘは、先週来日し、自社で新たに開発した 

外為令別表の９の項に該当する暗号プログラムαについて、日本のメーカー数社に営業 

活動を行ったが、うまくいかなかった。そのため、営業部長Ｘは、急遽、アメリカ合衆 

国にあるＩＴメーカー数社のアポイントを取り、今週末にも日本から、当該暗号プログ 

ラムαを持って、渡米する予定である。この場合、大韓民国にある電気メーカーＡは、 

非居住者なので、役務取引許可は不要である。 
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＜問題１０＞  

以下のうち、法的に正しい説明を組み合わせたものを１つ選びなさい。なお、すべて

日本から、１契約で輸出・提供され、かつ、キャッチオール規制の要件には、該当しな

いものとする。 

 

Ａ リビア向けに外為令別表の９の項に該当するソフトウエア（３万円）を書き込んだＤ 

ＶＤは、少額特例で輸出することができる。 

Ｂ リビア向けに外為令別表の９の項に該当するソフトウエア（３万円）を書き込んだＤ 

ＶＤは、一般包括役務取引許可を適用して輸出できる。 

Ｃ アメリカ合衆国向けに輸出令別表第１の１４の項に該当する貨物は、一般包括輸出許 

可を適用して輸出できる。 

Ｄ フランス向けに、告示貨物ではない輸出令別表第１の７の項（１）に該当する集積回 

路（総価額１０万円）を輸出する際、イランを経由する場合は、少額特例で輸出できな 

い。 

Ｅ 中華人民共和国向けに、輸出令別表第１の９の項（７）に該当する貨物Ａ（価額１８ 

０万円）及び貨物Ｂ（価額７０万円）を輸出する予定である。貨物Ａは、輸出令第４条 

第１項第六号の暗号特例が適用できる場合、貨物Ｂは、少額特例で輸出することができ 

る。 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｃ・Ｅ 

５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題１１＞ 次の文を読み、設問に答えなさい。 

１９８４年、イラン・イラク戦争の際に［（１）］兵器が用いられていたことが発覚し 

たことから、各国は［（１）］兵器開発に関する輸出管理制度を整備した。しかしながら、 

各国の輸出管理の適用範囲や運用方法に相違があり、［（１）］兵器開発を行おうとする国 

が規制の緩い国を抜け穴として用いる恐れがあったため、供給能力を持つ各国が輸出管 

理政策の協調を行い、協力を強化することをオーストラリアが提案し、１９８５年６月 

に第１回会合が開催された。その後［（２）］兵器関連汎用品・及び技術も規制の対象と 

されることとなった。 

  オーストラリア・グル-プ（Australia Group：ＡＧ）は法的拘束力を持つ国際約束に基 

づく国際的な［（３）］。ＡＧ参加国は生物・化学兵器不拡散の目的を達成し、自国の輸出 

管理をより有効なものとするため、ＡＧの下で行われる情報交換、政策協調を国内の輸 

出管理に反映させている。具体的には、参加国は、生物・化学兵器関連汎用品・技術に 

関してＡＧの場で合意されたリストの品目を、［（４）］を対象として、［（５）］に基づき 

輸出管理を実施している。 

 

問：上記の（１）～（５）の空欄にあてはまる最も適切なものを選びなさい。 

 

１．（１）化学（２）生物（３）体制である （４）世界中の国と地域（５）条約 

２．（１）生物（２）化学（３）体制ではない（４）紛争国     （５）国内法令 

３．（１）化学（２）生物（３）体制ではない（４）世界中の国と地域（５）国内法令 

４．（１）生物（２）化学（３）体制ではない（４）世界中の国と地域（５）条約 

５．（１）化学（２）生物（３）体制である （４）紛争国     （５）国内法令 
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＜問題１２＞  

貿易外省令の特例について、以下の１から５までのうち、下線部分が誤っている説明 

を組み合わせたものを１つ選びなさい。なお、誤っているものは、３つある。 

 

Ａ 据付、操作、保守又は修理のための必要最小限の使用の技術の提供に関する貿易外省

令第９条第２項第十二号の規定は、少額特例で輸出した貨物であっても適用することが

できる。 

Ｂ リスト規制に該当するプログラムで、ソースコードがサイトで公開されているプログ 

ラムを提供する場合、ソースコードは、システムエンジニア（ＳＥ）であれば容易に改 

変が可能なので、外国の企業や非居住者に提供する場合は、役務取引許可が必要である。 

Ｃ 市販されているプログラムは、誰でもメーカーやその代理店に問い合わせをすれば購 

入できるので、公知の技術である。したがって、貿易外省令第９条第２項第九号の規定 

により、当該市販プログラムを外国の企業や非居住者に提供する場合は、役務取引許可 

申請は不要である。 

Ｄ 東京のメーカーＡは、リスト規制に該当する通信技術αについて、ウクライナで特許 

を取得している。メーカーＡが、アメリカ合衆国にあるメーカーＢに当該通信技術αの 

公開特許情報を提供する場合、役務取引許可は不要である。 

Ｅ 東京にある企業Ａは、外国にある企業Ｂと事前に打ち合わせを行い、リスト規制に該 

当する技術Ｘを午前２時に自社のサイト（不特定多数のものがアクセスできる。）にアッ 

プした。企業Ａは、企業Ｂが、技術Ｘをダウンロードしたことをログで確認すると直ち 

に技術Ｘを自社のサイトから削除した。この場合、企業Ａは、不特定多数のものがアク 

セスできる自社のサイトに技術Ｘを公開しているので、貿易外省令第９条第２項第九号 

の規定により、役務取引許可は不要である。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 
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＜問題１３＞  

包括許可制度に関する記述で、誤っている説明の組み合わせを１つ選びなさい。 

 

Ａ 特定子会社包括許可制度は、１００％子会社向けの制度であり、技術の適用範囲につ 

いては外為令別表の５の項から１３の項に限定されている。 

Ｂ ホワイト国向けの貨物の輸出（一般包括輸出許可の適用可）であっても、核兵器等の 

開発等に用いられる場合は、一般包括輸出許可により輸出することはできない。 

Ｃ 一般包括輸出許可を適用し、ストック販売用としてアメリカ合衆国にある企業Ａに輸 

出した貨物が、その後、企業Ａから一般包括輸出許可の適用外の仕向地に輸出されたと 

しても一般包括輸出許可の条件に違反したとはいえない。 

Ｄ ホワイト国向けには特定包括許可の適用はない。 

Ｅ 一般包括輸出許可を適用して、ホワイト国向けに輸出する場合、「その他の軍事用途」 

に「用いられるおそれがある場合」は、事後の「報告」が必要である。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 
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＜問題１４＞  

次の表は包括許可取扱要領の別紙１における一般包括輸出許可の条件の（７）の表２ 

である。 

 

（表２） 

仕向地 輸出令別表第３に掲げる

地域以外 

 

［Ａ］ 

 

 

届出（注３） 

 

（注３）・・・（略）・・・ 

 

［Ａ］部分に記載されている文について次の中から正しいものを１つ選びなさい。 

 

１．輸出される貨物が核兵器等の開発等に用いられることとなる旨、貨物の輸出に関する

契約書又は輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、記載され若し

くは記録されている場合や、輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡

を受けた場合 

２．輸出される貨物が核兵器等の開発等以外の軍事用途に用いられることとなる旨、貨物

の輸出に関する契約書又は輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録において、

記載され若しくは記録されている場合や、輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代

理人から連絡を受けた場合 

３．核兵器等開発等省令の規定に該当する場合 

４．輸出される貨物の需要者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関である場合 

５．核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知

を受けた場合 
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＜問題１５＞  

Ａ社の営業担当者Ｘが国内の得意先であるＢ社に対して行った一連の説明について、 

最も不適切なものを１つ選びなさい。 

 

１．Ｂ社を訪問したところ、Ａ社の製品であるレーザー発振器１台をＢ社の中華人民共和

国にある子会社へ輸出したいという話があった。そのため、輸出令別表第１の該非判

定結果を聞かれたが、Ａ社に戻らなければはっきりしたことがわからなかった。しか

し、Ｂ社では当該レーザー発振器をすでに購入済みであり、すぐに輸出したい様子で

あったので、詳細は後ほど回答することとして、当該レーザー発振器は輸出令別表第

１の１６の項に該当することは伝えた。そこで、用途等を詳しく聞いたが、大量破壊

兵器キャッチオール規制の客観要件に該当するものではなかった。また、インフォー

ム要件にも該当していなかった。 

２．営業担当者ＸがＡ社に戻って確認したところ、当該レーザー発振器は輸出令別表第１

の１０の項（８）に該当することが判明したので、その旨Ｂ社に連絡した。また、告

示貨物ではないので、総価額が１００万円以下であれば少額特例が適用され輸出許可

が不要となるが、当該レーザー発振器は１５０万円であるので、輸出許可が必要にな

ることも説明した。 

３．そして、中華人民共和国向けであっても軍事用途等でなければ一般包括輸出許可が適

用できることを説明した。 

４．しかし、Ｂ社では一般包括輸出許可を取得していないと言われたので、個別の輸出許

可が必要となるが、安全保障貿易審査課ではなく、経済産業局又は沖縄総合事務局で

輸出許可申請が行えることを説明した。 

５．また、輸出許可申請にあたって、担当官の指示のない限り、需要者の誓約書を提出す

る必要がないことを説明した。 
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＜問題１６＞  

輸出者等遵守基準を定める省令の第１条第二号において規定される特定重要貨物等輸 

出者等が遵守すべき基準として、誤っているものを１つ選びなさい。 

 

Ａ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並び 

に複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めるよ 

う努めること。 

Ｂ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続 

を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。 

Ｃ 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な 

知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。  

Ｄ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間 

保存するよう努めること。 

 

１．Ａ 

２．Ｂ 

３．Ｃ 

４．Ｄ 

５．誤っているものはない 
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＜問題１７＞  

輸出許可申請書（輸出貿易管理規則の別表第一で定める様式）の作成及び記載要領に 

係る説明で正しいものの組合せを１つ選びなさい。 

 

Ａ 輸出許可申請書（正）の記載事項が多い場合は、当該欄に別紙に記載している旨を記

入し、当該事項を記入した別紙を同申請書とは分離して提出する。 

Ｂ 「取引の明細」の「買主名」の欄 

展示会への出展のように、輸出をしようとする者が輸出先において自ら貨物を管理し、

目的終了後に貨物を日本へ積み戻す場合は、輸出をしようとする者を同欄に記載する。 

Ｃ 「取引の明細」の「需要者」の欄 

需要者が未定である場合には、予想される需要者を同欄に記載する。 

Ｄ 「取引の明細」の「経由地」の欄 

貨物が仕向地に至るまでに積み替え、又は陸揚げされる場所を経由地として記載する。 

Ｅ 「取引の明細」の「商品内容明細」の「輸出貿易管理令」の欄 

輸出貨物が輸出令別表第１の１から１６の項に該当する場合にあっては、当該項の番号

及び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の条項号等番号を貨物ごとに記載する。 

    

 

１．Ａ・Ｃ 

２．Ｂ・Ｄ 

３．Ｂ・Ｄ・Ｅ 

４．Ｃ・Ｄ 

５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題１８＞  

輸出令第４条第１項第二号ホ及びヘの規定に基づき、無償告示が定められている。以 

下のうち、無償告示が適用できない組み合わせを１つ選びなさい。 

 

Ａ 本邦で使用するために輸入された貨物で、不具合による返品、修理又は異品のために

のみ輸出するもの。 

Ｂ 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの。 

Ｃ 無償で持ち帰る前提で、海外の展示会へ出品するため貨物を無償で輸出するもの。 

Ｄ アメリカ合衆国へ一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する貨物で

あって、本人の使用に供すると認められるものすべて。 

Ｅ シンガポール向けに輸出する貯蔵容器（輸出令別表第１の３の項（２）２に該当）で

あって、他の貨物を運搬するために輸出し、輸出した後輸入されるもの。 

 

１．Ａ・Ｂ・Ｃ 

２．Ａ・Ｃ・Ｄ 

３．Ｂ・Ｃ・Ｄ 

４．Ｃ・Ｄ・Ｅ 

５．Ａ・Ｄ・Ｅ 
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＜問題１９＞  

以下のＡからＥまでのうち、法的に見て、正しい説明の組み合わせを１つ選びなさい。 

なお、正しい説明は、３つある。 

 

Ａ 東京にある貿易会社Ａは、アメリカ合衆国にあるメーカーＢから、リスト規制に該当

しない汎用のマイコンを１，０００個購入し、パキスタンのメーカーＣに売却する予定

である。当該マイコンは、メーカーＢの香港にある倉庫から出荷され、パキスタンにあ

るメーカーＣに直接輸出されることになっている。この場合、貿易会社Ａは、メーカー

Ｃより長距離弾道ミサイルの製造に使用すると連絡を受けていたとしても、仲介貿易取

引について、許可申請をする必要はない。 

Ｂ 東京にある貿易会社Ａは、台湾にあるメーカーＢから、リスト規制に該当しない汎用

のマイコンを１，０００個購入し、パキスタンのメーカーＣに売却する予定である。 

当該マイコンは、メーカーＢの大韓民国にある倉庫から出荷され、パキスタンにあるメ

ーカーＣに直接輸出されることになっている。貿易会社Ａは、メーカーＣより長距離弾道

ミサイルの製造に使用すると連絡を受けていた場合、仲介貿易取引について、許可申請を

する必要がある。 

Ｃ 東京にある貿易会社Ａの子会社で、香港にある海外現地法人Ｂは、台湾にあるメーカ

ーＣから、リスト規制に該当しない汎用のマイコンを１，０００個購入し、パキスタン

のメーカーＤに売却する予定である。 

当該マイコンは、メーカーＣの中華人民共和国にある倉庫から出荷され、パキスタンに

あるメーカーＤに直接輸出されることになっている。この場合、海外現地法人Ｂは、メー

カーＤより長距離弾道ミサイルの製造に使用すると連絡を受けていたとしても、貿易会社

Ａは、仲介貿易取引について、許可申請をする必要はない。 

Ｄ 東京にある貿易会社Ａは、リスト規制に該当しない汎用のＣＡＤソフトαを台湾のメ

ーカーＢより、１０セット購入し、イスラエルのメーカーＣに売却する予定である。 

当該ＣＡＤソフトαは、メーカーＢより、ＤＶＤに格納して、メーカーＣに国際宅配便

で納品されることになっている。この場合、貿易会社Ａは、メーカーＣより、当該ＣＡＤ

ソフトαを使って、拳銃の製造に使用すると連絡を受けていたとしても、貿易会社Ａは、

外国間等技術取引に基づく、許可申請をする必要はない。 

Ｅ 東京にある貿易会社Ａは、子会社で台湾にあるソフトメーカーＢの経営が悪化したの

で、ソフトメーカーＢより広東語の翻訳ソフト１，０００セットを購入し、中華人民共

和国にある家電量販店Ｃに売却する予定である。 

当該翻訳ソフトは、ソフトメーカーＢより家電量販店Ｃに直接納品されることになって

いる。この場合、貿易会社Ａは、外国間等技術取引に基づく、許可申請をする必要はない。 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ａ・Ｃ 

３．Ｂ・Ｄ 

４．Ｂ・Ｅ 

５．Ｄ・Ｅ 
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＜問題２０＞ 

  以下に示すメーカーＸの行為が、外為法違反にあたるかどうかについて、誤っている

説明の組み合わせを１つ選びなさい。なお、他法令の違反は考慮しないものとする。誤

っている説明は、３つある。 

 

Ａ 福岡のメーカーＸは、中華人民共和国にあるメーカーＹより、輸出令別表第１の２の 

項に該当する測定装置を自社の北京にある代理店Ｚ経由で、受注した。メーカーＸは、 

メーカーＹに便宜を図るため、輸出契約書や誓約書等は、代理店Ｚがすべて作成し、 

メーカーＸは、その輸出契約書や誓約書等を使用して、輸出許可を取得した。この場 

合、メーカーＸは、当該測定装置に関する輸出許可を取得していても、外為法違反に 

問われることがある。 

Ｂ 大阪のメーカーＸは、台湾にあるメーカーＹより、輸出令別表第１の２の項に該当す 

る測定装置１台を受注した。メーカーＸは、メーカーＹより示された納期が非常にタ 

イトだったので、当該測定装置の内容や性能について、実際の性能より、かなり低い 

レベルであるとして、輸出許可を取得した。この場合、メーカーＸは、当該測定装置 

に関する輸出許可を取得しているので、外為法違反に問われることはない。 

Ｃ 名古屋のメーカーＸは、インドネシアにあるメーカーＹより、ミサイル製造用に輸出 

令別表第１の２の項に該当する工作機械２台を受注した。メーカーＸは、ミサイル製 

造用では、輸出許可が取得できないと考えて、自動車部品製造用という内容に変更し 

て、輸出契約書や誓約書等を用意し、輸出許可を取得した。この場合、メーカーＸは、 

当該工作機械に関する輸出許可を取得しているので、外為法違反に問われることはな 

い。 

Ｄ 横浜のメーカーＸは、シンガポールにあるメーカーＹより、輸出令別表第１の２の項 

に該当する工作機械を自社の現地にある代理店Ｚ経由で、受注した。メーカーＸは、 

メーカーＹより示された納期が非常にタイトだったので、輸出令別表第１の２の項で 

はなく、６の項に該当する工作機械として、輸出許可を取得した。この場合、メーカ 

ーＸは、輸出許可を取得しているので、外為法違反に問われることはない。 

Ｅ 東京のメーカーＸは、タイにあるメーカーＹより、自動車部品製造用として、輸出令 

別表第１の６の項に該当する工作機械を受注した。メーカーＸは、自社の輸出管理内 

部規程に従い、メーカーＹを調べたが、特に問題はなかったので、輸出許可を取得し、 

輸出した。その１年後、メーカーＸのあずかり知らないところで、メーカーＹが、倒 

産し、当該工作機械が北朝鮮に転売されていたことが、判明したとしても、メーカー 

Ｘは、外為法違反に問われることはない。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ａ・Ｃ 

３．Ｂ・Ｃ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ  
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＜問題２１＞ 

大量破壊兵器通達及び通常兵器通達に基いた誓約書の誓約事項に関する当該貨物の再

移転、再販売、再輸出について、輸出先から輸出者に事前同意を求めてきたものとして、

輸出者が経済産業大臣の事前同意を得る必要があるケースはどれか。必要がある場合を

○、不要な場合を×とする組み合わせで正しいものを選びなさい。なお、タイの洪水に

伴う特例措置や移設検知機器など特別な装置等は検討しないものとする。 

 

Ａ ストック販売として輸出された貨物（貨物と同時に提供されるプログラムを含む。）を 

 当該ストック販売者（輸入者）が、所有権・使用権を移転せず、ストック先の同国内で 

数箇所の展示会に出品して、展示会終了後に当初のストック先に戻す場合、同一国内で

あっても再移転であり、事前同意が必要である。 

Ｂ 数年前に輸出した貨物が故障したので、当該国の顧客から修理をしてほしい、という

要請があった。修理は、当社の九州にある工場で行うことにした。この場合当該国から

本邦への輸出は、再輸出にあたり、事前同意は不要である。 

Ｃ 輸出先から、輸出先同国内の同業他社に貨物を転売したいとして、事前同意を求めら

れたが、当該貨物は、現在では輸出令別表第１のリスト規制としては非該当である。こ

の場合、非該当となった旨を経済産業省に報告し、経済産業省から再販売について事前

同意を得る必要がある。 

Ｄ 輸出先の事業内容・資本関係は変化がないが、会社の名称が「○○Co., Ltd.」から「●

●Co., Ltd.」に変更になった場合、貨物が別会社に再販売されるとみなされ、事前同意は

必要である。 

 

 

１．Ａ○  Ｂ×  Ｃ○  Ｄ×   

２．Ａ×  Ｂ×  Ｃ×  Ｄ○   

３．Ａ○  Ｂ○  Ｃ○  Ｄ○   

４．Ａ×  Ｂ○  Ｃ○  Ｄ○   

５．Ａ×  Ｂ○  Ｃ×  Ｄ×   
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＜問題２２＞ 

外為法第２５条第４項に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引に関

して、正しいものを○、誤っているものを×として、その組み合わせとして的確なもの

を１つ選びなさい。 

 

Ａ 外為法第２５条は役務取引等に関する規定であり、その第４項は「（居住者は）政令で

定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」

と規定しているが、この場合の政令は外為令であり、許可は役務取引許可である。 

Ｂ 外国相互間の貨物の移動を伴う取引は、売買のみならず、貸借又は贈与に関する取引

も含まれる。 

Ｃ 政令で規定している外国相互間の貨物の移動を伴う取引は、輸出令別表第３に掲げる

国以外の国（いわゆる非ホワイト国）相互間の輸出令別表第１の１から１６の項のすべ

ての取引が対象であり、船積地域又は仕向地のどちらか一方、又は双方がホワイト国の

場合は、規制対象にならない。 

Ｄ 許可の対象となる外国相互間の貨物の移動を伴う取引であっても、輸出令別表第１の

５から１３まで又は１５の項の中欄に掲げる貨物の場合、総価額によっては輸出令第４

条第１項第五号（いわゆる「少額特例」）が適用できて、許可不要となる場合がある。 

Ｅ 許可を必要とする時点は、「売り」と「買い」の個別契約を持つ場合には、後に成立す

る契約より前の時点である。 

 

１．Ａ×  Ｂ×  Ｃ×  Ｄ○  Ｅ○ 

２．Ａ○  Ｂ○  Ｃ○  Ｄ○  Ｅ× 

３．Ａ×  Ｂ○  Ｃ×  Ｄ×  Ｅ○ 

４．Ａ○  Ｂ×  Ｃ○  Ｄ×  Ｅ× 

５．Ａ×  Ｂ○  Ｃ○  Ｄ×  Ｅ○ 
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＜問題２３＞ 

 米国輸出管理規則(ＥＡＲ)の「規制品目リスト(ＣＣＬ：Commerce Control List)」に

関する記述として、正しい記述はいくつあるか答えなさい。 

 

Ａ ＥＡＲの「規制品目リスト」は、全体がカテゴリー番号「０」から「９」の１０分

類に分けて規定されており、更に各カテゴリーはＡからＥの５つの装置、ソフトウェ

ア、技術等のような形態に分かれている。 

Ｂ ＥＡＲの「規制品目リスト」には、米商務省が規制対象とする規制品目のみが記載

されており、国務省、エネルギー省、原子力規制委員会等が規制している品目は記載

されていない。 

Ｃ ＥＡＲの「規制品目リスト」では、各カテゴリーの末尾に EAR99 という表示がある

が、この EAR99 は規制品目番号(ECCN)で規制されている品目に該当しない品目に割り

当てられている番号である。 

Ｄ ＥＡＲの「規制品目リスト」には、許可例外ＬＶＳ、ＧＢＳ、ＣＩＶ等の適用可否

は記載されているが、許可例外ＳＴＡの適用可否に関する記載はない。 

Ｅ ＥＡＲの「規制品目リスト」では、規制品目番号の３桁目(左から３つ目)の数字が

ＷＡやＮＳＧ等の国際レジームの規制に由来していることを示している。例えば規制

品目番号の３桁目が「２」であれば、Missile Technology reasons に基づく規制品目

である。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

４．４個 

５．５個 
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＜問題２４＞ 

米国輸出管理規則の許可例外に関する以下の記述の中で、正しいものはいくつあるか

答えなさい。 

 

Ａ 許可例外ＧＢＳは、国家安全保障（ＮＳ）規制に該当する品目でＥＡＲの Part 774 

のＣＣＬに適用可と記されている貨物･ソフトウェア・技術を、カントリー・グループ 

Ｂ国群向けに輸出･再輸出する場合に適用可能な許可例外である。 

Ｂ 許可例外ＴＳＲは、適用の可否が規制品目毎に規定されており、国家安全保障（Ｎ

Ｓ）規制に該当する技術を、確約書の事前入手を前提として、カントリー・グループ

Ｄ：１国群(主に旧共産圏)向けに輸出･再輸出する際に適用可能な許可例外である。 

Ｃ 許可例外ＣＩＶは、国家安全保障（ＮＳ）規制に該当する貨物･技術・ソフトウェア

を、北朝鮮を除くカントリー・グループＤ：１国群(主に旧共産圏)の民生（非軍事）

顧客向けに民生用途で、輸出･再輸出する場合に適用可能な許可例外である。また、適

用の可否はＥＡＲの Part 774 のＣＣＬにおいて規制品目毎に規定されている。 

Ｄ 許可例外ＳＴＡを適用して日本向けに輸出された、国家安全保障(ＮＳ)理由のみで

規制されている貨物を中華人民共和国向けに再輸出する場合、規制理由がＮＳのみで

規制されている品目であるため、日本政府の許可を取得すれば、許可例外ＡＰＲを適

用して再輸出することができる。 

Ｅ ＥＡＲの Part 740 の Supplement No.3 に挙げられる３５ヵ国に含まれているオラン

ダの政府機関内での新製品の開発の為に、ＢＩＳへの暗号登録・判定申請・自己判定

報告をする事なく、ECCN 5E002 に分類される技術情報を、許可例外ＥＮＣを適用して

日本から提供可能である。 

 

１．１個 

２．２個 

３．３個 

４．４個 

５．５個 
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＜問題２５＞ 

米国輸出管理規則（ＥＡＲ）の禁輸国及びテロ支援国に関する以下の記述の中で、正

しいものを１つ選びなさい。 

 

１．シリア向け輸出・再輸出については、ＥＡＲ Part 746.9に基づき、いくつかの例外を

除き、ＥＡＲ規制対象のほぼ全品目がＢＩＳの許可取得要とされており、いかなる場合に

も許可例外は適用できないとされている。 

２．イランに対しては、米国としての包括的禁輸規制をＯＦＡＣ（財務省 海外資産管理局）

が所管しており、ＥＡＲ及びＯＦＡＣのイラン取引規則の両方の規制対象となる輸出・再

輸出の場合には、ＯＦＡＣの許可を取得すれば改めてＢＩＳから輸出・再輸出許可を取得

する必要はないとされている。 

３．キューバは米国の包括的な禁輸規制対象国であり、ほとんどすべてのＥＡＲ規制対象

品目を輸出・再輸出する際にＢＩＳへの許可申請が必要とされるが、マスマーケット（市

販）ソフトウェアをキューバに輸出・再輸出する際には許可例外ＴＳＵが適用可能であり、

ＢＩＳの許可は不要である。 

４．現在もイラクは、ＥＡＲのPart 746で規定される禁輸規制対象国となっているため、

ＥＡＲ規制対象品目を軍・軍関係ではないエンドユーザーの民生用途向けに輸出・再輸出

する場合であっても、許可例外ＣＩＶは適用できない。 

５．Ｅ：１国群（テロ支援国）のひとつである北朝鮮に対しては、特に厳しい規制が課さ

れており、EAR99に分類される医薬品を日本から再輸出する際にも、ＢＩＳの許可を取得

する必要がある。 
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＜問題２６＞ 

 包括許可と輸出管理内部規程に関する説明について、適切でないものを以下の中から、 

すべて選びなさい。なお、本問中の「細則等」とは、輸出管理内部規程（ＣＰ）の下部 

規程として、手続等の詳細を定めた「細則」又は「業務マニュアル」をいい、「返品制度」 

とは、包括許可取扱要領の３の（１）②、（２）②でいう「返送に係る輸出」及び「返送 

に係る技術の提供」をいう。 

 

１．一般包括許可を取得している者は、平成２３年４月１日以降、将来、返品制度を利用 

しなくても、返品制度にも対応した輸出管理内部規程（ＣＰ）、又は細則等に変更し、経 

済産業省の安全保障貿易検査官室に提出することが法的に義務付けられている。 

２．輸出管理内部規程（ＣＰ）を経済産業省に届け出ている者は、一般包括許可を取得し 

ていなくても、平成２３年４月１日以降、返品制度にも対応した輸出管理内部規程（Ｃ 

Ｐ）、又は細則等に変更し、経済産業省の安全保障貿易検査官室に提出することが法的に 

義務付けられている。 

３．一般包括許可を取得している者で、平成２３年４月１日以降、将来も返品制度を利用 

しない場合、返品制度にも対応した輸出管理内部規程（ＣＰ）又は細則等に変更する法 

的な義務はない。 

４．特定子会社包括許可を取得している者で、かつ、一般包括許可を取得している者は、 

平成２３年４月１日以降、将来、返品制度を利用しなくても、返品制度にも対応した輸 

出管理内部規程（ＣＰ）、又は細則等に変更し、経済産業省の安全保障貿易検査官室に提 

出することが法的に義務付けられている。 

５．一般包括許可を取得している者で、特別返品等包括許可も取得している者は、平成２ 

３年４月１日以降、返品制度にも対応した輸出管理内部規程（ＣＰ）又は細則等に変更 

し、経済産業省の安全保障貿易検査官室に提出することが法的に義務付けられている。 
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＜問題２７＞  

輸出令第４条第１項第三号及び第四号の規定に関する記述のうち、正しいものをすべて

選びなさい。 

 

１．「許可の申請をすべき旨の通知」（インフォーム）を行う者は、経済産業大臣及び各税 

関長である。 

２．アメリカ合衆国向けの輸出令別表第１の１６の項（１）の貨物の輸出については、「許 

可の申請をすべき旨の通知」（インフォーム）は行えない。 

３．「客観要件」とは、「用途要件」、「需要者要件」及び「インフォーム要件」をいう。 

４．大量破壊兵器キャッチオール規制での「用途要件」とは、貨物の用途が核兵器等の開 

発等に加え、核兵器等開発等省令の別表に掲げる行為（核燃料物質又は核原料物質の開 

発等その他の行為）（別表行為）のために用いられることをいう。 

５．重水の製造に関し、民間の委託で製造されることが明確な場合は、核兵器等開発等省 

令の別表行為に該当しない。 
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＜問題２８＞  

次の１から５までのうちで輸出令第４条第１項第五号に規定する「少額特例」を適用 

することのみをもって輸出可能なものはどれか。すべて選びなさい。 

 

（前提条件） 

・各設問における貨物は貨物等省令で定める仕様のものとする。 

・各設問における輸出は一契約に基づき履行されるものとする。 

・輸出令別表第３に掲げる地域以外の地域を仕向地とする輸出にあっては、いわゆるキャ

ッチオール規制の規制要件には該当しないものとする。 

 

１．インドを仕向地として、輸出令別表第１の６の項（１）に該当する総価額が２０万円

の貨物（告示貨物でない）と６の項（２）に該当する総価額が９０万円の貨物（告示貨

物でない）を輸出する場合 

２．アメリカ合衆国を仕向地として、輸出令別表第１の４の項（６）に該当する総価額が

５万円の貨物と７の項（６）に該当する総価額が１００万円の貨物（告示貨物でない）

を輸出する場合 

３．中華人民共和国を仕向地として、輸出令別表第１の５の項（１８）に該当する総価額

が１００万円の貨物（告示貨物でない）と同項（１８）に該当する総価額が５万円の告

示貨物を輸出する場合 

４．アルゼンチンを仕向地として、輸出令別表第１の１４の項（２）に該当する総価額が

３万円の貨物と１５の項（２）に該当する総価額が４万円の貨物を輸出する場合 

５．オランダを仕向地として、輸出令別表第１の５の項（１）に該当する総価額８０万円

の貨物（告示貨物でない）と７の項（１）に該当する総価額１１０万円の貨物（告示貨

物でない）を輸出する場合 
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＜問題２９＞  

大量破壊兵器キャッチオール規制に係り外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術を 

提供することを目的とする取引（技術資料の提供）であって、法的にいわゆる客観要件 

の確認を要するものはどれか。正しいものを３つ選びなさい。なお、下記の１及び３ 

において被提供者が技術を受領する場所は契約上の履行地であるものとする。 

 

１．中華人民共和国において「アメリカ合衆国の非居住者」に提供する場合 

２．ルクセンブルクにおいて「英国の非居住者」に提供する場合 

３．台湾において「ポーランドの非居住者」に提供する場合 

４．ハンガリーにおいて「ロシアの非居住者」に提供する場合 

５．本邦において「ノルウェーの非居住者」に提供する場合 
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＜問題３０＞  

一般包括輸出許可の条件に係る説明で正しいものはどれか。２つ選びなさい。なお、 

各設問における輸出は包括許可取扱要領の別表Ａにおいて「一般」と表記された欄にあ 

たる貨物及び仕向地の組合せとなる輸出とする。また、下記の選択肢１から４までに関 

しては、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣か 

らの通知は受けていないものとする。 

 

１．フランスを仕向地として輸出する場合であって、当該貨物が核兵器の貯蔵に用いられ 

ることとなる旨需要者から連絡を受けた場合には、事前に経済産業大臣に届け出ること 

が必要とされる。 

２．インドネシアを仕向地として輸出する場合であって、当該国の警察（核兵器等開発等 

省令の第二号及び第三号には該当しない）を当該貨物の需要者とし、かつ、当該貨物が 

防弾機能を有さない防刃衣（輸出令別表第１の１の項には該当しない）の開発に用いら 

れることとなる旨入手した文書に記載されている場合には、事前に経済産業大臣に届け 

出ることが必要とされる。 

３．ポーランドを仕向地として輸出する場合であって、当該貨物が戦車の製造に用いられ 

ることとなる旨契約書に記載されている場合には、事後に経済産業大臣に報告すること 

が必要とされる。 

４．シンガポールを仕向地として輸出する場合であって、当該国の軍の附属病院（核兵器 

等開発等省令の第二号及び第三号には該当しない）を当該貨物の需要者とし、かつ、当 

該貨物が医療行為に用いられることが明らかな場合には、事後に経済産業大臣に報告す 

ることが必要とされる。 

５．アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合であって、核兵器等の開発等のために用 

いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けた場合には、事前に経済 

産業大臣に届け出ることが必要とされる。 
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問題文中で使用される略称・用語について 

 

外為法 外国為替及び外国貿易法 

輸出令 輸出貿易管理令 

外為令 外国為替令 

輸出規則 輸出貿易管理規則 

貨物等省令 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基

づき貨物又は技術を定める省令 

貿易外省令 貿易関係貿易外取引等に関する省令 

核兵器等開発等省令 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれ

がある場合を定める省令 

通常兵器開発等省令 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨

物（核兵器等に該当するものを除く。）の開発、製造又は使用の

ために用いられるおそれがある場合を定める省令 

仲介貿易おそれ省令 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関す

る取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそ 

れがある場合を定める省令 

輸出者等遵守基準 輸出者等遵守基準を定める省令 

告示貨物 輸出貿易管理令別表第３の３の規定により経済産業大臣

が定める貨物 

暗号特例告示 輸出貿易管理令第４条第１項第六号の規定に基づき、貨物の仕様

及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容

を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定める

貨物 

無償告示 輸出貿易管理令第４条第１項第二 号のホ及びヘの規定に

基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべき

ものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきも

のとして無償で輸出する貨物 

文書等告示 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場

合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告

示で定める輸出者が入手した文書等 

核兵器等開発等告示 貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号 

イ及び第八号イの規定により経済産業大臣が告示で定め

る提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利

用されるおそれがある場合 

通常兵器開発等告示 経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易

管理令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当す

るものを除く。）の開発、製造又は使用のために利用されるおそ

れがある場合 
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使用技術告示 貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第十二号、第十

三号及び第十四号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める

使用に係る技術、プログラム及び貨物 

技術仲介おそれ告示 貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第六号イの規

定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が

核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 

運用通達 輸出貿易管理令の運用について 

役務通達 外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令

第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供

する取引又は行為について 

仲介貿易運用通達 外国為替及び外国貿易法第２５条第４項の規定に基づき許可を

要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引について 

大量破壊兵器通達 大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について 

核兵器等補完規制通達 大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制に係る

輸出手続き等について（お知らせ） 

通常兵器補完規制通達 通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等について

（お知らせ） 

通常兵器通達 通常兵器関連貨物・技術の輸出管理について 

添付書類通達 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申

請書に伴う添付書類等について（お知らせ） 

包括許可要領 包括許可取扱要領 

包括許可運用 包括許可について（運用のための輸出注意事項） 

包括許可手続 包括許可の手続等について（お知らせ） 

事前相談手続 特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に

係る事前相談及び一般相談について(お知らせ) 

 

大臣通達 「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部

規程の策定又は見直しについて」として当時の通商産業大臣（現：

経済産業大臣）名で輸出関連団体の長あてに要請した通達（平成

６年６月２４日付）をいう。 

平成１８年３月３日に新たに「安全保障貿易に係る輸出管理の

厳正な実施について」という大臣通達が出され、企業における輸

出管理の徹底を求めている。 

リスト規制 輸出令別表第１の１から１５の項、外為令別表の１から１５の項

で規制されている貨物及び技術をいう。専ら機能・仕様（スペッ

ク）に着目した規制。 

キャッチオール規制 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制

の両方の概念を含む総称。専ら需要者及び用途に着目した規制。
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リスト規制を補完するという意味で、補完的輸出規制ともいう。

例：通常兵器補完的輸出規制 

明らかガイドライン 『輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドライン』

のこと。 

懸念貨物例 「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例につ

いて」のこと。リスト規制対象品以外の貨物の中で、特に大量破

壊兵器の開発等に使用されるおそれの強い貨物として４０品目が

ある。 

ホワイト国 輸出令別表第３に掲げる地域をいう。 

核兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布

のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しく

は無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が３００キロメ

ートル以上のものをいう。 

開発等 開発、製造、使用又は貯蔵をいう。 
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